
 

 

吉田町監査委員告示第 ２ 号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、監

査の結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

令和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 

 

                     吉田町監査委員 藁科 武夫   

 

                     吉田町監査委員 三輪美由紀   

 

 

定期監査結果報告書 

（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定期監査結果報告書 

 

「吉田町監査基準」に準拠し、地方自治法第１９９条第４項の規定により、

同条第１項及び第２項の規定に基づく監査を行ったので、同条第９項及び吉田

町監査基準第１４条の規定により、その内容及び結果を次のとおり報告する。 

 

記 

 

第１  監査の対象 

都市環境課及び防災課に係る令和５年４月１日から１１月３０日まで

に執行された事務事業 

 

第２  監査の着眼点 

監査委員による都市環境課及び防災課に係る令和５年４月１日から１

１月３０日までに執行された事務事業の監査は、財務及び行政に関する事

務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経

費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めてい

るかといった観点から監査するものである。 

 

第３  監査の実施内容 

都市環境課及び防災課に係る令和５年４月１日から１１月３０日まで

に執行された事務事業について、あらかじめ指定した監査資料、提示のあ

った関係書類及び関係帳簿を受け、「吉田町監査基準」に準拠し、審査す

るとともに関係職員に説明を求めた上で、監査を行った。また、その他の

監査等において得られた知見を利用した。  

 

第４ 監査の結果 

都市環境課及び防災課に係る令和５年４月１日から１１月３０日まで

に執行された事務事業について、上記のとおり監査した限りにおいて、財

務及び行政に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適

合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び

運営の合理化に努めていると認められる。 

 

 

 



 

 

定期監査結果報告書 

 

「吉田町監査基準」に準拠し、地方自治法第１９９条第４項の規定により、

同条第１項及び第２項の規定に基づく監査を行ったので、同条第９項及び吉田

町監査基準第１４条の規定により、その内容及び結果を次のとおり報告する。 

 

記 

 

第１  監査の対象 

産業課及び総務課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執

行された事務事業 

 

第２  監査の着眼点 

監査委員による産業課及び総務課に係る令和５年４月１日から１２月

３１日までに執行された事務事業の監査は、財務及び行政に関する事務の

執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか

といった観点から監査するものである。 

 

第３  監査の実施内容 

産業課及び総務課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執

行された事務事業について、あらかじめ指定した監査資料、提示のあった

関係書類及び関係帳簿を受け、「吉田町監査基準」に準拠し、審査すると

ともに関係職員に説明を求めた上で、監査を行った。また、その他の監査

等において得られた知見を利用した。  

 

第４ 監査の結果 

産業課及び総務課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執

行された事務事業について、上記のとおり監査した限りにおいて、財務及

び行政に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の

合理化に努めていると認められる。 

 

 

 



 

 

定期監査結果報告書 

 

「吉田町監査基準」に準拠し、地方自治法第１９９条第４項の規定により、

同条第１項及び第２項の規定に基づく監査を行ったので、同条第９項及び吉田

町監査基準第１４条の規定により、その内容及び結果を次のとおり報告する。 

 

記 

 

第１  監査の対象 

建設課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執行された事

務事業 

 

第２  監査の着眼点 

監査委員による建設課に係る令和５年４月１日から１２月３１日まで

に執行された事務事業の監査は、財務及び行政に関する事務の執行並びに

経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観

点から監査するものである。 

 

第３  監査の実施内容 

建設課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執行された事

務事業について、あらかじめ指定した監査資料、提示のあった関係書類及

び関係帳簿を受け、「吉田町監査基準」に準拠し、審査するとともに関係

職員に説明を求めた上で、監査を行った。また、その他の監査等において

得られた知見を利用した。 

 

第４ 監査の結果 

建設課に係る令和５年４月１日から１２月３１日までに執行された事

務事業について、上記のとおり監査した限りにおいて、財務及び行政に関

する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めていると認められる。 

 

 

 



 

 

定期監査結果報告書 

 

「吉田町監査基準」に準拠し、地方自治法第１９９条第４項の規定により、

同条第１項及び第２項の規定に基づく監査を行ったので、同条第９項及び吉田

町監査基準第１４条の規定により、その内容及び結果を次のとおり報告する。 

 

記 

 

第１  監査の対象 

企画課、上下水道課及び議会事務局に係る令和５年４月１日から１２月

３１日までに執行された事務事業 

 

第２  監査の着眼点 

監査委員による企画課、上下水道課及び議会事務局に係る令和５年４月

１日から１２月３１日までに執行された事務事業の監査は、財務及び行政

に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に

努めているかといった観点から監査するものである。 

 

第３  監査の実施内容 

企画課、上下水道課及び議会事務局に係る令和５年４月１日から１２月

３１日までに執行された事務事業について、あらかじめ指定した監査資料、

提示のあった関係書類及び関係帳簿を受け、「吉田町監査基準」に準拠し、

審査するとともに関係職員に説明を求めた上で、監査を行った。また、そ

の他の監査等において得られた知見を利用した。  

 

第４ 監査の結果 

企画課、上下水道課及び議会事務局に係る令和５年４月１日から１２月

３１日までに執行された事務事業について、上記のとおり監査した限りに

おいて、財務及び行政に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が

法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その

組織及び運営の合理化に努めていると認められる。 

 


